
１．倫理学の課題

１．１．倫理が問題となる場面
本稿では人間関係の維持と応答責任を重視

するケアの倫理を考察の対象とする。ケアの
倫理は日常の人間関係の場面で使われる頻度
が高いと言われる。そこで本論に入る前に、

ある仮説事例を設定し、そこに起こる問題を
考察してみよう。
３０代のBさんは独身で、不治の病にかかっ

ている。Bさんは小さな設計事務所に勤めて
いる。親であるAさんは、Bさんの部屋を自
分の家に増築し、最後の面倒を見たいと考え
た。そしてBさんの就職している設計事務所
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Abstract

EversinceCarolGilligan’sethicsofcarewassetincontrapositiontoLawrenceKohlberg’seth�

icsofjusticeithasbecomecommontodiscusstwotypesofethics.Cancaringreallyconstituteeth�

ics?Ifso,whataretheproblemsinvolvedindoingthis?Inthispaper,firstlythedevelopmentof

Gilligan’sethicsofcarewillbeexaminedintermsofthetheoryofstagesofpsychologicaldevelop�

ment.Followingthat,theproblemsinherentintheethicsofcarewillbeexaminedandtheissueof

whetherornotcaringcanconstituteethicswillbediscussed.

Andthisstudyisalsoanattempttofindoutthewaytoethicalmaturity.

キャロル・ギリガンがケアの倫理をローレンス・コールバーグの正義の倫理に対置して以来、
倫理の二つのタイプが論じられるようになった。ケアリングで倫理は構成できるのだろうか。
そのときの問題は何か。本稿では、まず、ギリガンのケアの倫理の発達段階論的展開を考察す
る。次に、ケアの倫理の持つ問題性を考察し、ケアリングで倫理が構成できるのかどうかを検
討する。
以上の考察は、倫理的成熟への方向性を探る試みでもある。
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に建築を依頼した。さてAさんには地元で建
築会社を経営する親戚のCさんがいて、結果
として、Aさんの決定はCさんの顔をつぶす
ことになった。AさんはCさんに状況を説明
し、承諾を得たのだが、Cさんは内心面白く
なかった。そこでCさんはその不平を親であ
るDさんに話した。DさんからAさんに文句
の電話が入った。「地元の親戚が建築会社を
経営するのになぜそこを使わないのか」と。
AさんはCさんの了解をとってあること、B
さんが不治の病と分りながらできるだけのこ
とをしてくれる勤め先の設計事務所に仕事を
依頼することで、少しでもBさんの会社への
気持ちの負担を取ってあげたかったことを説
明した。そして、Dさんに親であればその気
持ちは分るだろうと話した。Dさんは、親だ
からこそ自分はCさんが可愛いし、Cさんの
気持ちがわかると言う。Aさんにはそれ以上
返す言葉がなかった。
人間関係と応答責任に焦点を当てるなら、
AさんもDさんも自分の子どもとの関係で子
どもへ配慮している。ではこの対応は倫理的
と言えるのだろうか。もし倫理的と言えるの
ならば、両者が対立している場合、倫理的に
どのように判断すればよいのだろうか。ケア
の倫理の持つ問題の一つがここに現れてい
る。ケアの倫理が、原理原則主義に批判的で
ある以上別の観点から、対立するケア関係を
どのように解きほぐすのかに答えなければな
らない。それをしないならば、「人間関係は
難しい。人それぞれよね」という倫理的相対
主義の立場になるだろう。

１．２．倫理と倫理学の類型
倫理とは何か。平凡社の『哲学事典』によ

れば、倫理とは「社会における人と人との関
係を定めるところの規範、原理、規則の総体

にほかならない」。さらに法律との違いは、
それが「人びとの良心や社会の世論または習
慣を基礎とする」ものである。そこで、まず
倫理とは、社会に通用するもので主体的に引
き受けられた規範の総体、と定義しておきた
い。
ではどのような規範によってある社会が形

成されるか。これには時代や文化差もある。
本稿で取り上げるケアの倫理は、正義の倫理
との対比で登場した。ケアの倫理と正義の倫
理とで、最初に捉えておきたいのは、倫理が
立ち上げられる根底にある「自然的欲求」の
差異である。ケアの倫理は人間関係の維持を
重視し、傷つけることを避けようとするが、
その根底にあるのは「安全への欲求」と言え
る。これに対し正義の倫理は、権利を主張し
他者の介入や他者への介入を避けようとす
る。ここで働いているのは「自由への欲求」
である。そして双方とも、自己中心性やエゴ
イズムを倫理的でないとする。以上を考えに
入れた上で、まず現代の倫理学の状況を正義
という観点から整理すると以下のようにな
る。
①快（幸福）こそが善であることを第一原

理とする功利主義。ここで正義とは「最大多
数の最大幸福」である。これに対しては、②
ジョン・ロールズによって現代正義論の立場
から批判が展開された。ロールズは人間の複
数性を重視する意味での「公正」と「平等」
を求める。この公正と平等の立場に対し、③
「自己所有権」に基づいて福祉国家の再分配
政策を批判する自由至上主義（ノージック）
の立場がある１）。この自由至上主義や平等主
義に対しては④伝統と解釈を重視し、多様な
正義の在り方を説く共同体論が対立する。さ
らにこの論考で扱う⑤従来の正義論の男性中
心主義を批判するフェミニズムの立場、およ
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１）トム・L・ヴィーチャム／ジェイムズ・F・チルドレス『生命医学倫理』（成文堂、１９９７年、４１頁）によれば、現代の義務
論の二つの重要な形態が、契約論（例えばロールズの理論）と権利論（例えばノージックの理論）であろうとされる。



び⑥経済学と倫理学に亘って人間の福祉と自
由の条件を探るアマルティア・センの立場が
ある２）。
この男性中心主義の正義論への批判は、

キャロル・ギリガンによってケア（思いやり）
を基本とする倫理の摘出として始まったが、
まず、倫理学の基本概念として、権利、義
務、責任、正義、思いやりなどの概念を定義
しておきたい。

１．３．正義と思いやり
現代においては、正義に関してその概念と

内容を区別するのが一般的である。では正義
の概念とは何か。これに関してよく引用され
るものがユスティニアヌス法典３）である。す
なわち「等しいものを等しく、不等のものを
不等に扱う」ことで、各人にそれぞれの正当
な持分を与えることと言われる。川本隆史に
よるとその内容は、「『根拠のない差別の除
去』と『競合する諸要求の間に適正なバラン
スを確立すること』の二つに絞られる」４）。
ここで問題になってくるのが、等しさの基準
であり、「根拠のない差別」の根拠とは何か、
あるいは「適正なバランス」の適正さの基準
をどうするのかということである。この基準
をどうするかをめぐって、先に整理した現代
の正義論が展開されている。さて、この基準
とは、法典に戻れば、彼の正当な持ち分の決
め方の問題である。この正当な持ち分とは、
現代の感覚では権利になる。
では、権利はどのように定義されるだろう

か。権利とは「その権利を有する者が持って

当然であるものを持つ、正当化された要求、
資格或いは主張」５）である。権利という言葉
は１７世紀になって生まれたものであり、人権
という考え方が広く受け入れられるように
なったのは１８世紀の啓蒙時代のことである。
道徳的権利というとき最も重要なものは、い
わゆる基本的人権といわれているものであ
る。そして、権利と対を成すのが義務であ
る。権利が正当性の主張であるなら、義務と
は何であるか。
義務とは、「一連の行動をとらなければな

らないという道徳的要請、つまり、何かをせ
よ、あるいはすることを避けよという道徳的
要請」６）である。では、責任と義務はどう違
うのであろうか。通常、義務は具体的にすべ
きことに使われるが、責任という言葉は状況
や結果に対しての責任というように使われ
る。しかし、責任と義務が同じような使い方
をされることもある。本稿では、とりあえず
道徳的責任をその英語responsibilityから、応
答責任という意味合いで捉えておくことにす
る。ウィットベックも一般的道徳的責任を
「自分と人間関係のある誰かの福利が問題と
なるとき」７）に発生すると定義する。すなわ
ち、義務や権利は「人間としての」という言
い方ができても責任にはできない。責任はあ
くまで特定の人との関係の中で生じる。すな
わち、「すべての人が負うべき『人間として
の責任』という範疇は存在しない」８）のであ
る。ギリガンがケアの倫理を、他者の福利遂
行への「義務」ではなく「責任」という概念
で捉えた理由も、これによってより明確にな
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２）川本隆史『現代倫理学の冒険』創文社、１９９５年、９頁。
３）東ローマ帝国のユスティニアヌス１世が制定発布したローマ法大全のこと。その『法学提要』に正義に関する定義があ

る。「正義とは、各人に彼の正当な持ち分を当てようとする不変かつ不断の意思であるJustitiaestconstansetperpetua
voluntasjussuumcuiquetribuendi.」。訳は川本隆史、前掲書、８頁。

４）川本隆史、前掲書、８頁。
５）C.ウィットベック『技術倫理１』みすず書房、２０００年、２３頁。
６）C.ウィットベック、同上書、３０頁。
７）C.ウィットベック、同上書、４９頁。
８）C.ウィットベック、同上書、５０頁。



るであろう。次に思いやりとはどのように定
義したらよいのか。
思いやりについて広辞苑では三つ意味があ

げられている。①思いやること。想像。②気
のつくこと。思慮。③自分の身に比べて人の
身について思うこと。相手の立場や気持ちを
理解しようとする心。同情。この英語表現を
探 す と、feeling、consideration、sympathy、
kindness、understanding、regardと出ている。
ギリガンの『もうひとつの声』に出てくる
careにも思いやりという訳がつけられている
が、この語には「心くばり」「いたわり」とい
う訳もつけられている。
キリスト教倫理の根本原理とされる黄金律

（ゴールデン・ルール）は、イエス・キリス
トの山上の垂訓の一節である。曰く「あなた
たちが人にしてもらいたいと思うことを、人
にもしてやりなさい」９）。同じ趣旨の格言は
紀元前６、７世紀頃から洋の東西に存在す
る。私たちにもっともなじみの深いものが、
「自分の望まないことは人にもしてはいけな
い」という孔子の恕の教えである。これは弟
子の子貢が、規範の中で一番大切なものは何
かと問いかけたことへの答えである。

子貢問うて曰わく、一言にして以って
い

終身これを行うべき者ありや。子の
しゅうしん

曰わ
のたま

く、其れ恕か。己の欲せざる所、人に施
じょ

すこと勿かれ１０）。
な

恕とは何か。『広辞苑』には、恕とは「己を推
して他人に及ぼすこと。おもいやり。同情
心」とある。『角川漢和中辞典』では「自分の
ことと同じように相手のことを思いやる意」
とある。すなわち、自分が相手と同じ状況
だったらどうかと、相手のことを推察するこ
と、配慮することと言える。相手を自分にひ
きつけて感じ、考えることである。しかしそ

れは、必ずしも相手に自分を同化させること
ではない。なぜなら、相手の気持ちは直接に
は感じ取れない。その限界を前提にした教え
である。相手が本当はどう感じ、どう考える
かは測り知れないが、しかし少なくとも自分
であったなら、こう感じ、考えるであろうこ
とを出発点にしている。
では、この思いやりの倫理はどのような問

題を持つのか。一つは、上にも述べたよう
に、相手の真意は厳密には測り知れない。そ
れゆえ、おせっかいなるものも生じる。しか
し、人間として状況的にある種の類似性が存
在するであろう。そこからの推測の域を出な
いにしろ、それほど大きく外れることはない
かもしれない。
そこでもう一つの問題として、加藤尚武が

指摘するような「他人の痛みをわれわれが分
かってはいても度外視してしまう」１１）という
ことが生じる。
次章では、キャロル・ギリガンのケア（気

配り・配慮・思いやり）の倫理の発達段階論
を考察し、第３章でケアの倫理の特徴と問題
点、ケアで倫理が構成出来るかどうかを検討
することにしよう。

２．ケアの倫理の発達段階論

２．１．ギリガンの問題意識
キャロル・ギリガンは、ローレンス・コー

ルバーグの道徳性の発達理論が男性を中心に
構成されたものと批判した。そこでギリガン
は、理論化されなかった「もう一つの」発達
の道筋を提示しようとした。ギリガンは女性
を被験者に、道徳的ジレンマ（コールバーグ
のモラル・ジレンマや実生活上のジレンマ）
や「自己」の捉え方に関する面接を行った。
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９）『新約聖書 共同訳』講談社学術文庫、１９８１年、「ルカスによる福音第６章３１」。同じ箇所は「マタイオスによる福音第７
章１２」にも現れる。

１０）『論語』岩波文庫、１９６３年、「巻第八 衛霊公第十五 二四」。
１１）加藤尚武『現代倫理学入門』講談社学術文庫、１９９７年、１３０頁。



ギリガンは、道徳における女性の解釈の仕
方が本当に男性と異なった独自のものである
かどうかを検討するために、中絶の決定を研
究対象にした。なぜなら中絶問題は、女性が
選択権を持ち、自らの声と否応なしに向き合
わざるを得ない領域だからである。女性が中
絶するかどうかという問題に向き合うとき、
自分や他人を傷つけることをどうやって避け
たらよいかを思い悩む。この問題は女性に責
任と判断の問題を突きつけるのだと言う。

選択は究極的には彼女自身がするもので
あり、したがって彼女の責任であるわけ
ですが、そのことはずっと女性にとって
問題となっていた、判断についての問題
を引き起こしてくるのです。女性は過去
何世紀ものあいだずっと受身の依存的存
在であり、また同時に他人を思いやる責
任を押しつけられてきたのですが、こう
した生活の流れを阻止するかどうか、
いま、彼女は問われることになるので
す１２）。

ギリガンの研究に参加した女性たちは、１５
歳から３３歳までの人種・社会階層の異なる２９
人の女性たちであった。彼女たちの中絶に関
するジレンマの捉え方を分析することで、ギ
リガンはそこに道徳的発達段階を示す言葉を
抽出してゆく。

この言語は自己中心性と責任の言語と
いってもよいもので、それは道徳問題
を、思いやり（care）の実践や人を傷つ
けることを避ける義務の一つとして規定
しています１３）。

そしてこの発達段階には三段階あることが述
べられる。最初の段階は、生存を確保するた
めに自己に思いやりを示すことに焦点があ
る。この段階では道徳は社会から課される拘
束と捉えられる。やがてこの段階を自己中心

的として批判するようになることで、移行段
階が生じてくる。
第二段階は「善さ」の段階であり、「善さ」

とは他人に思いやりを示すことである。ここ
では社会的価値を受け入れることで自分も社
会の一員であることを主張する。自己犠牲が
善と捉えられている。しかし女性は思いやり
を受ける対象を他人に限定することで、自分
を排除してしまう。そのことが不安定さを生
み出し、移行段階が生じる。この移行段階で
は、自己犠牲の道徳が吟味される。ここで
「善さ」から正直や真実へと目が向けられる
ようになる。
第三段階に到ると人間関係の力学に焦点が

当てられ、他人と自己の結びつきに新しい見
方がなされるようになる。ここで自己中心性
と責任の間の緊張はほぐれてゆく。
もちろんここで研究対象となっている女性

たちのサンプル数は少なく、より大きな母集
団を代表されるようにも選ばれていない。ギ
リガン自身、この研究結果から一般論が引き
出されるとは考えていない。しかしそれにも
かかわらず、大きな反響を呼び、女性たちの
共感を呼んだ。もちろん肯定的評価だけでな
く、批判的評価も多数生じ、特にジェンダー
とケアの倫理との関係性に関しては、多くの
批判を呼んでいる。しかし、それにもかかわ
らずある種の共感を生むのは、やはりそこに
真実が存在するからであろう。
以下でケアの倫理の発達の経過をもう少し

詳しく見ておきたい。

２．２．自己保存欲求から他者への責任意識
へ

ケアの倫理における自己保存欲求のレベル
は、心理的発達段階としては、コールバーグ
が提示した３水準６段階の発達段階の慣習以
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１２）キャロル・ギリガン『もうひとつの声』川島書店、１９８６年、１２４頁。
１３）キャロル・ギリガン、同上書、１２８頁。



前の水準と同じである。コールバーグは第１
段階を、罰の回避と力への絶対的服従がそれ
だけで価値あることと考えられている段階と
する。もし服従しないなら、自分が困ったこ
とになると考えるのである。第２段階での正
しい行為とは、自分の必要と、ときに他者の
必要を満たすことに役立つ行為である。これ
らの段階は自己中心性という言葉で表現でき
る。その自己中心性の現れ方に違いがある。
自己の生存へのケアを最優先するか、正しさ
で自己正当化するかというように。ケアの倫
理の第二段階への移行期には、このような判
断は自己中心的であると批判される。
これを１６歳のベティの事例１４）で見てみよ

う。ベティは２度目の妊娠で中絶クリニック
を訪れた。カウンセラーがこのような繰り返
しを心配して、中絶研究へと参加を促した。
ベティは最初、中絶問題を肉体的苦痛や世間
の悪い噂という点からだけ考えていた。彼女
にとって世界は破壊的で恐ろしいものであ
り、自分自身の生存を確保するために一人で
闘わなければならないと言うものである。そ
れは、ハインツのジレンマへの彼女の応答に
もはっきりと現れている。ベティはハインツ
の盗みを正当化し、自分が生き延びるために
は盗むことも殺すことも仕方ない場合がある
と主張する。
やがてベティは胎内の子どもの気持ちを推

測するようになってゆく。子どものために薬
もタバコもアルコールも止め、子どもを生も
うと考える。しかし自分に育てられるかどう
かに思い至って、「実の母親に育てられるの
でないなら、生むのは公平ではない」と判断
する。それは養子という自分の立場と自分の
赤ん坊を重ね合わせて考えるという行為であ
る。それと同時に、自分をいたわることと赤
ん坊を大切にすることが同じことだと気づい

てゆく。中絶後１年して行われた面接では、
ベティの口から自分本位の言葉は聞かれなく
なった。中絶後の苦渋に満ちた時間を経て、
ベティは変化をとげた。

この劇的変化は、本来ならば産み月にあ
たる時期にはじまったのでした。他の女
性たちの場合も、この時期が特別な意味
をもつことがわかっています。ここで危
機が終末を告げ、その後の方向がどう展
開するにせよ、一大転機を示しているの
です。中絶決定により（責任を取ること
を知り、真実にめざめて）発達的進歩を
はじめた女性たちにとって、この時期は
低迷に終止符を打つときとなるので
す１５）。

ベティは２度目の妊娠を自分の責任として
受け止めることで、子どもを生もうという気
持ちになる。そして、自分の生い立ちや現状
を見直すようになり、今は生めない、それは
子どもに「公平でない」という判断が生じる。
中絶後、心理的葛藤や苦しみを経て、本来の
産み月に当たるときに変化が生じる。こうし
て、ベティは相互依存関係の中で自分が生き
ていると考えるようになり、責任に関心が
移ってゆく。この変化はハインツのジレンマ
への理由付けの変化の中にも見られる。ベ
ティはハインツの盗みを以前と同じく正当と
考えるが、その理由付けは変化した。「な
ぜって、奥さんを愛しているハインツは、何
も手を打たないうちに奥さんが死ぬことにで
もなれば、なにかしてあげればよかったっ
て、自分を責めたくなるだろうから」１６）。
次に第二段階の自己犠牲を善と考えていた

女性たちに焦点を当て、どのように「真実」
に目覚めていくのかを見てみよう。
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１４）キャロル・ギリガン、前掲書、１９４頁-２０５頁。
１５）キャロル・ギリガン、前掲書、２０１頁。
１６）キャロル・ギリガン、前掲書、２０２頁。



２．３．自己への配慮を含めたケアの普遍化
第二段階の「善さ」の段階では他人からど

のくらい受け入れられているか、他者への思
いやり、自己犠牲が価値を持つ。この段階の
道徳観は市民が共有する規範と期待に沿って
行為するべき、というものである。ここでは
思いやりと従順さ、従属が混同され、思いや
りと自己犠牲が同じものと見なされている。
コールバーグは思いやりを他者からの承認欲
求という受動的なものと解釈し、思いやりを
行動原理とするレベルを慣習次元の（６段階
中）第３段階と評価した。しかし、コール
バーグの「良い子志向」（第３段階）としての
思いやりの捉え方は、ケアの倫理の発達段階
の第二段階への評価と言えよう。
第二段階におけるケア（思いやり）は、他

人の気持ちへの関心でもあるが、それがこの
段階では他人の気持ちへの過度の敏感さに
なっていて、自分の判断を直接に表現するこ
とを妨げる１７）。そして依存と同調を思いや
りと捉え、思いやりの持つ本来の能動性と葛
藤状態を起こし、女性は「行動に対しても志
向に対しても主導権をもつことなく中ぶらり
んな状態に」１８）陥っている。思いやりは安全
を守ろうとする欲求を根底に持つ。それゆ
え、この段階では「傷つける」ということで
葛藤を生じやすい。そこで例えば中絶に当
たって、他の人を「思いやって」決定したと
いうように考えることで、自分の選択の責任
を避けようとする。
２４歳の既婚のジャネットは最初の子を産ん

だ２ヵ月後にまた妊娠してしまう。最初ジャ
ネットの中絶の決定は、他人への責任という
形を取る。カトリック教徒のジャネットに
とって、中絶は道徳的に正当化できない。し
かし、今２番目の子を出産することは医学的
な助言に逆らってしまうし、夫と最初の子ど

もにとって情緒的・経済的状況を悪化させる
だろう。本当のところ、自分もまだ心積もり
ができていない。それは自己中心的なことな
のだろうか、とジャネットは自問する。そし
て道徳的な行動をするというのは自己に最善
であることに従って行動することか、自己犠
牲の問題なのか尋ねられて、今中絶をしなけ
れば「それは自己犠牲ということになるで
しょうね」と答える。ジャネットは中絶決定
に当たって自分を関与させる重要性に気がつ
いている。

自己中心性から責任へと変わっていく最
初の移行段階においては、女性は自分自
身の要求より他人の要求を配慮するため
にそれらの要求リストをつくりあげま
す。しかし、善さから真実へ変わる二番
目の移行段階においては、自己の要求の
ベールが意識的にはがされていくので
す。……（中略）……自己中心性への関
心は、最終的には正直と真実への関心に
席を譲ることになるのです。……（中
略）……
ある見方をすれば、自分の要求を配慮

することは自己中心的な行為であると見
なされますが、異なった見方をすれば、
それは正直な行為であるばかりでなく、
公正な行為でもあるのです。……（中
略）……それは、自己の内面的な部分を
認め、選択への責任を受け入れることに
他ならないのです１９）。

しかしそれは正当化できるのだろうかとい
う問いが、まだジャネットには付きまとう。
この問題を考え続けて、ジャネットは自己犠
牲の結果が夫への苛立ちとなり、彼にも罰を
与えることになってしまうと気がつく。
この第二段階から第三段階への移行期の危

機は、自己の判断力を信頼できるかどうかで
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１７）キャロル・ギリガン、前掲書、１４０頁。
１８）キャロル・ギリガン、前掲書、１４４頁。
１９）キャロル・ギリガン、前掲書、１４８-１４９頁。



ある。他人を傷つけることが間違いであると
言うだけでなく、自分を傷つけることを善と
する自己犠牲の道徳判断に対して、それを批
判するためには自分の考え方に確信を持つ必
要がある。もしそれに失敗するなら、生存へ
の脅威になるため道徳的義務は否定され、
「『自己中心的』生存であれ、『非道徳的な』生
存であれ、生存することが人間の最高の関心
事」２０）になってしまう。
では第三段階の見解はどのようにして生み

出されるのだろうか。２５歳のサラが失望のふ
ちから獲得してゆく洞察を見てみよう。彼女
は女性の自己犠牲と道徳的自己犠牲の慣習の
前提を吟味して、それは「思うままに人を傷
つけることに他ならず、不道徳な態度であ
る」２１）と結論付ける。そして非暴力主義をす
べての道徳判断と行動の原理に高め、「自己
と他人との道徳的平等を主張できるように
も、また思いやりの世界に両者を引き入れる
ことができるように」なる。こうして「思い
やりは普遍的命令、つまり慣習的な解決から
解き放された主体的選択の倫理」となる。
ギリガンは、他者への責任を価値とする第

二段階から人間関係の真実を認識するように
なる第三段階への移行を、次のように述べて
いる２２）。第二段階では個人の生存への関心
は「利己的」と評価されて、人間関係の中に
ある生こそが望ましいものとされる。それゆ
え、その関係の中で果たす「責任」が価値を
持つ。この段階の持つ危険は、責任が自己犠
牲と混同されることである。つまり、人のい
うことに耳を傾けることが責任であり、自分
の要求に耳を傾けることは利己主義であると
して排除される。しかし、他人にのみ思いや
りを示し、責任を持つという生き方が行き詰
るようになると、人間関係を正直に真実に見

る必要性に迫られる。そのことを通して、判
断や選択の責任を自分が引き受けることの自
覚が生まれる。そして、葛藤を残さない決断
もなければ排除を含まない行動様式もないこ
とを悟ることで、自分も他人も同等な資格で
ケアの対象とする主体的・能動的な関わり方
を獲得してゆく。
ケアの倫理は慣習的には自己犠牲の、利他

主義の道徳である。しかし、それを慣習以前
の自己中心性の段階から、自己犠牲の道徳を
経て、自己へのケアをも含む普遍性を獲得す
る段階にまで展開したギリガンの考察は、検
討に値すると思われる。

３．ケアの倫理の可能性

３．１．文脈と結果の重視―原理・原則主義
批判の意味するもの

では、ケアの倫理における原理・原則主義
批判は何を意味するのか。それは、原理・原
則では個々の具体的で複雑な状況には対処で
きない。それゆえ具体的状況を抽象化すると
批判される。しかし、ケアの倫理において
も、抽象化は必要なのではないか。なぜな
ら、ある状況は多様な要素からなっており、
何を判断する必要があるかによって焦点の当
て方は当然異なってくる。オーストラリアの
生命倫理学者であり、功利主義の立場に立つ
ヘルガ・クーゼ２３）は、ある状況において道徳
的判断決定を行うとき、当然ケアの倫理でも
判断のため状況から要素を選び出すと言う。
クーゼは、それゆえ抽象化自体が問題なので
はなく、状況において何を重視するか「重要
な要素の選び方そのものが抽象的である」と
いう点が問題だと言う。つまり、ケアの倫理
の立場が一般化批判を通して言いたい事は文
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２０）キャロル・ギリガン、前掲書、１５４頁。
２１）キャロル・ギリガン、前掲書、１５９頁。
２２）キャロル・ギリガン、前掲書、２２４頁。
２３）ヘルガ・クーゼはケアリングを正義（公正さ）の倫理に融合させようとする立場をとる。



脈の重要性ということになる。
個々の状況の具体的な事情に向き合いな
がら，個々の関係者やその人たちの社会
的・歴史的な事情といったものを考慮し
て，それぞれの状況に応じて違った要素
を選び出そうとしないことに反対してい
るのである２４）．

キャロル・ギリガンが『もうひとつの声』
で女性たちの道徳的仮想ジレンマへの対応の
特徴の一つとしてあげたものも、詳しい状況
説明を求め、状況や人間関係に想像力を駆使
するという点であった２５）。そうすることで、
仮想ジレンマにおける抽象的な人生に生きた
血を通わせ、その問題の背景にまでまなざし
を向けて、そこにおける不公正を抉り出し、
その解決に思いを馳せることができるように
なる。
このような文脈の重視はケアの倫理の特徴

であるだけでなく、結果倫理、例えば功利主
義の倫理の特徴でもある。功利主義の文脈重
視は、嘘に対するカントの解釈と、功利主義
のそれを比べてみると、良く理解できる。カ
ントは、たとえ友人が刺客に命を狙われてい
ても、助けるために「ここにはいない」と嘘
をつくことは道徳的に正当化できないと主張
する２６）。功利主義者なら、結果を斟酌して
判断する。たとえば癌の告知の問題では、
「あなたは癌です」と真実を告げることが、
必ずしも良い結果をもたらすとは限らない。
それゆえ、人を助けるための嘘や明らかに不
当な相手から身を守るための嘘は許される、
と考える。かくして、道徳的判断に当たって
文脈を重視するのは、ケアの倫理の立場だけ

ではない。
しかしケアの倫理、特にネル・ノディング

ズは、普遍化に対して批判的である。なぜな
ら、普遍化するには「同じものを同じに扱
う」ということが基本になるからであり、ノ
ディングズは、特に人間関係を考慮に入れた
とき、同じように適用できる義務や責任はほ
とんどないと言うのである。たとえ功利主義
がケアの倫理と同様に結果を重視し、文脈を
重視しても、功利主義が公平性を主張すると
き、厳密に「同じ」ものも「同じ」状況もな
いが、「似た」ものや「似た」状況は「同じに」
扱わなければならない。そして、これに対し
ては、クーゼが次のように批判しているのが
妥当であろう。

ノッディングズが普遍化可能性を否定
したのは，義務を負うのは個別的な特定
の人間であるということと，そのような
義務そのものの普遍性を混同してしまっ
たためだと思われる２７）．

また、ケアの倫理の立場からすれば、普遍
性批判は次のような問題の指摘である。すな
わち、人がある義務を負うというとき、そこ
に同一性を想定し、人々を独自の個人として
ではない役割や義務を負う存在と見なしてい
る。クーゼは道徳判断では普遍化可能性が重
要な基準であるとしている。ギリガンもケア
の倫理の発達段階論において、第三段階を
「傷つけないこと」の普遍化としている。こ
れに対しノディングズは普遍化可能性（uni�
versalizability）という概念を拒絶する。ノ
ディングズは普遍化可能性に関して次のよう
に言う。
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２４）ヘルガ・クーゼ『ケアリング―看護・女性・倫理』メディカ出版、２０００年、１５４頁。
２５）キャロル・ギリガン、前掲書、１７７頁。
２６）『カント全集第１６巻』理想社、１９６６年、２２０-２２２頁。なぜなら、嘘をついたことと友人が助かるということに因果関係は

ないのであり、それは偶然が左右する。道徳はその動機にのみ関係し、結果には関係しないと言うのである。しかし、
現実的には嘘をついたほうが助かる可能性が高いと言えるであろう。加藤尚武は『現代倫理学入門』（前掲書）の中で、
カントも人を助けるために時に嘘をつくだろうが、ただそれを正当化はできないと考えている、と述べる。

２７）ヘルガ・クーゼ、前掲書、１５８頁。



もし，Xという諸条件のもとで，あなた
がAという行いを要求されるならば，十
分によく似た諸条件のもとで，わたしも
また，Aという行いを要求される，とい
う事態が成り立たねばならない，と言う
のである．わたしはこうした主張を，断
固として拒絶したいと思う２８）．

ノディングズはその理由を次のように言う。
第１に問題にしたいのは、道徳的判断や行為
でなく、道徳的に接するかどうかである。第
２に、道徳的に接することというのは主体的
な経験に基づくものであり、それがあなたの
ものとわたしのものとで「十分によく似てい
る」ことはまれである、と。しかし、ケアリ
ングには根本的普遍性があるとも言う。「ケ
アリングとそれを支えるような関与の仕方
は、倫理学の普遍的な核心を形成する」２９）と
主張される。
クーゼはこのようなノディングズの立場

を、R・M・ヘーアを引いて一般化と普遍化の
混同と批判する。ヘーアは『道徳の言語』の
中で、規則が「一般的に」妥当であるが普遍
的には妥当ではないということの意味を問題
にしている。「けっしていつわりを言うな」
はその類の規則だと言われる。これは例外を
もつ不完全な規則である。戦争に勝つためや
殺人狂から罪のない人々を守るためのうそと
いうような例外を持つ。しかし、だからと
言って、そのような例外を認めることで試み
ていることは原理を漠然とさせることではな
く、もっと厳格にすることである。問題にす
べきは原理を作り修正する仕方であって、原
理から個別的命令への導出自体は厳密であ
る３０）。つまり、不完全な一般的には妥当す
る規則をそのまま普遍化することには、功利

主義者たちも反対している。しかし、それは
普遍化の否定ではない。すなわち、ノディン
グズは一般的に妥当な

・・・・・・・
規則を従来の倫理学が

普遍化
・・・

しようとしていると批判しているが、
それは間違った批判だとクーゼは主張する。
では、功利主義とケアの倫理の違いは何で

あるか。それを、クーゼは公平性への批判と
捉える。ケアの倫理は具体的な人間関係を重
視し、そして傷つけないことを優先する。人
間は応答してもらえないとき傷つくのであ
る。ノディングズは本来人間関係の中で生ま
れてくる気づかいや配慮が「公平」であるは
ずがないと言う。冒頭の事例を思い起こして
みよう。AさんもDさんもその気づかいは自
分の子どもを中心になされている。ノディン
グズはケアリングを、自分を中心にして同心
円的に広がり３１）、「他のひとが必要としてい
ると感じられるものへの，偽りのない応答に
――根ざしているかによって，正しかった
り，間違いであったりする」３２）と言う。また
往々にして生じる、同心円内の二人の人（例
えば夫と子ども）からの要求の重なりにどう
対処するのか。ノディングズはこの問題を解
決する、客観的規則も確率計算も存在しない
と言う。要求を突きつけられた人は、二人の
要求を「受容」し、そして決心するのである。
ここでノディングズが主張しているのは、観
察と受容（共感）と決断である。それは一回
的である。しかし、判断する人は観察する客
観性と人の気持ちを理解できる能力とそれに
判断を下し、自分で納得してその結果を引き
受ける（責任を取る）能力が要求されている。
これはアリストテレスのヘクシス（身につい
ている状態）としての徳という考え方３３）を思
い起こさせる。次に、ケアの倫理のこの問題
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２８）ネル・ノディングズ『ケアリング；倫理と道徳の教育―女性の観点から』晃洋書房、１９９７年、８頁。
２９）ネル・ノディングズ、同上。
３０）R・M・ヘーア『道徳の言語』勁草書房、１９８２年、６９-７５頁。
３１）ネル・ノディングズ、前掲書、７２頁。
３２）ネル・ノディングズ、前掲書、８４頁。



―公平性への批判―を、人間関係を基本とす
る倫理という側面から考察することにしよ
う。

３．２．人間関係の重視
事故が起こってあなたは、誰か一人を助け

ることができるとする。自分の配偶者が一緒
にいて、すぐ近くに著名な学者Xが居合わせ
た。Xは地球環境問題を解決しえる研究を直
に完成すると言われていた。あなたが瞬間的
に配偶者を助けるなら、それは地球全体の問
題からすると公平な判断なのだろうか。ケア
の倫理はこの行動を正しいものとする。しか
し、功利主義では必ずしもこの行為を正当化
できない。そこに功利主義批判が生じてくる
理由がある。功利主義者クーゼは、まず身近
な人を助けよということは正当化されてよい
と考えている。しかし、なぜなのかは反省的
に（原理的に）考察されねばならないと言う。
それゆえクーゼは、ケアの倫理が現実の場

面において直観的である種の「公平でない」
ものであったとしても、批判的レベルの道徳
的思考によって、それが公平という観点から
見て一般の利益にもなることを明らかにする
必要があると言う３４）。「自分とその周囲のも
のをまず守るべき」という公平でない規則
が、全体としては万人の利益になることが証
明できるからこそ、それが認められると言う
のである。具体的な行動の場面においては、
直観的に対応しなければならないし、それで
済む。しかし、その行動が倫理的であるかど
うかは、批判的反省が必要だ３５）ということ

である。
だがこの全体として万人の利益になるかど

うかは、論証レベルだけでなく結果という時
系列レベルを追って、多様な観点からの考察
が可能なのではないだろうか。冒頭のAさん
とDさんの対立は、Dさんの子どもへの配慮
は本当に子どもを含む人間関係の維持に役に
立っているのかどうかを考えただけでも、真
実のケアとは言えないのではないだろうか。
必ずしも、クーゼが語るような公平性という
基準から批判的な道徳的思考によって、ある
ケア行為を正当化する必要はないのではない
だろうか。
ケアの倫理は、人間関係の維持に焦点を当

てている。そこで問題は、人間関係とそこに
おける個別性の重視は、｢公平性｣と両立しえ
るのかということだと言われる。個別性の重
視は｢没入｣と「共感」を要求する。自分から
同心円的に始まる私的ケアであるなら、「自
分」をもケアの対象として勘定に入れること
で、バランスをとることができる。しかしそ
れを超えた他者との関係性において、自分に
身近な人が間違っていると思われるとき、ど
うするべきなのか。
ノディングズがあげている黒人差別をめぐ

る例３６）を取り上げてみよう。白人女性Aさ
んは、大学の同級生で黒人のジムの主張と現
実の状況改善への要求を正当だと感じて、涙
がこみ上げてくる。その上でAさんはどうす
べきであったのか。ジムと一緒にバリケード
の中に入って闘うべきであったのか。Aさん
はこう考える。黒人差別を当然と考える自分
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３３）アリストテレスの倫理学は幸福を最高善とする立場であり、その意味では幸福主義の倫理学でもある。しかし、アリス
トテレスは善から出発して、その完成形態として幸福を考えている。すなわち徳を喜んでしている人が、真に道徳的な
人なのである。形だけの正しい行為や善い行為をする人を徳ある人とは言わない。善さが身についている人がする善い
行為が道徳なのである。アリストテレスが徳を身につける（持前・ヘクシス）段階とその身についた徳を行為する段階を
区別したのは、この事態を表現していると言う。そしてこの徳を身につけるには習慣が重要である。ヘクシスについて
は、山口義久『アリストテレス入門』ちくま新書、２００１年、１７６頁～１８２頁参照。

３４）ヘルガ・クーゼ、前掲書、１７２頁。
３５）R・M・ヘーア、前掲書、例えば「決定と原理は、相互に交渉し合っている」（８９頁）と言われる。
３６）ネル・ノディングズ、前掲書、１７１頁。



の父親や伯母さんに抵抗して行動を起こすこ
となどできない。彼らは自分を愛している。
自分もまた彼らを愛している。しかし愛する
人がアウシュビッツ設立を決定したときは、
どうするのか。これにはノディングズは協力
しないと言う。
クーゼはノディングズのあげたケアを優先

したりしなかったりする例を検討しつつ、そ
れは恣意性をまぬかれないと批判する。そし
て、｢過剰に規則に縛られることを拒むこと
と，一切の原則を持たないこととはまったく
違う｣３７）と述べる。これはその通りであろ
う。しかし問題はどのような原則を、誰に対
し、どのように持つかである。人間関係への
責任という観点を取るなら、より身近な者へ
の責任が優先される。それは彼らが悪しきこ
とをなそうとするなら、それを止める責任で
もある。しかし、直接的に彼らが悪しきこと
をなすのでなく、間接的にそれに協力してい
る場合、彼らを変える責任は前者より小さい
と言えよう。ノディングズの例が恣意的であ
るという必要はないであろう。そして善・悪
の基準としては、「傷つけないこと」を普遍
的命令として提示できる。

３．３．ケアで倫理は構成できるのか
ではケアで倫理は構成できるのか。筆者は

できると考えている。ただし、ケアで倫理を
構成するとはケアリングだけで倫理を構成す
るという意味ではない。そこで、倫理をどの
ように定義するかということを捉え直してお
く必要がある。まず第１に、倫理は共同性を
保障するものである以上、エゴイズムを超え
ていなければならない。それゆえ第２に、普
遍化できなければならない（恣意性を免れて
いる）。すなわち、ケアの倫理の公平性の欠
如をどのように普遍化できるかということで

ある。クーゼは主にノディングズのケアリン
グのみの立場を批判するが、それはケアの倫
理における正しさをノディングズが純粋に他
者の必要性への応答３８）に集約したからであ
る。しかし、ケアの倫理をこの定義だけで考
える必要はないであろう。
ギリガンをも参考にすれば、ケアの倫理で

は①自分を中心に同心円的に広がる人間関係
の維持が重視され、②傷つけてはいけないと
いうことが道徳命令になる。人間は人間関係
のネットワークの中に生きる以上、応答され
ないとき傷つくので、それゆえ、③他者への
応答責任ということが重視される。ケアの倫
理は人間関係を維持することへの｢責任｣を主
張する。ちなみに正義の倫理での「傷つけな
いこと」は、自分がしたいことをすることで
引き起こされる毀傷行為の禁止である。すな
わち自分の権利を抑制する「義務」を意味す
る。さてケアの倫理の人間関係維持への関心
は、自己を含む現実の人間関係への配慮を深
め広げることで、「傷つけないこと」の普遍
化への道につながる。ガンジーの非暴力主義
に象徴されるような立場へと、ケアの倫理は
「成熟」してゆく。

確かに、私たちは個別的状況に没入すると
き、自分が気づかう相手の要求の正当性をケ
アリングの視点からだけでは判断できない。
AさんもDさんも自分の子どもを気づかって
行動したが、その結果は対立を引き起こし
た。ケアリングには必ずしも適切とは言えな
い場合もあることを考えると、ケアリングか
ら出発した行動の妥当性をいかに判断評価す
るのか、ということが当然問われざるをえな
い。
ケアの倫理が同心円的に適用されること

は、形式的原則主義的倫理への批判として妥
当であろう。私たちが身体として存在すると
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３７）ヘルガ・クーゼ、前掲書、１９８-１９９頁。
３８）ネル・ノディングズ、前掲書、８４頁。「他のひとが必要としていると感じられるものへの、偽りのない応答に――根ざし

ているかによって、正しかったり、間違いであったりする」。



いう根源的事実は、倫理の観念性を拒否す
る。その意味で、ケアの倫理における自分の
身近な存在への専心や没入は、あらゆる倫理
において適用される。その上で、ケアの倫理
が倫理であるために、公平性を欠くことが正
当化される条件が問われねばならない。Aさ
んとDさんの対立では、Dさんにギリガンの
発展段階説でいう、第一段階の自己中心性を
見ることができる。生命と面子のどちらを優
先するか、現代日本の価値順位では生命であ
ろう。Dさんの行動は、身近な他者の必要に
のみ応答していて、自分がAさんだったらど
う感じ行動するかという視点が欠けている、
あるいはその視点を度外視している。Dさん
は子どもと自分の関係を、その他の人間関係
のネットワークの中に位置づけることに失敗
している。これは、ケアの倫理の根底にある
安全への欲求実現に失敗していることにな
る。その意味で、ケアの倫理における未熟さ
を露呈している。
ケアの倫理は配慮責任の倫理であるが、そ

れはまず自己への配慮責任から始まる。その
自己への配慮とは、内なる真実の声を聴くこ
とである。一方、私たちは、自分たちの生き
ている歴史的社会的状況から、諸々の価値や
原理原則を絶えず受け取っている。この内な

る声と所与の諸価値や原理原則との絶え間な
いすり合わせと、それを自分の言葉にしてゆ
く繰り返しが求められている。これまでの価
値や原理原則を絶対化することなく、関わる
人々との対話への開かれた姿勢が要求され
る。クーゼが問題とする看護の現場における
安楽死問題への対応も、ケアリングのケー
ス・バイ・ケースの対応を丹念に問い直すこ
とから、ケアの原理が「熟成」するのではな
いだろうか。
ケアの原理は対等な人間関係の中でのケア

リングの実践と、その事実への開かれた態度
の中に成立する。メルロー＝ポンティは『知
覚の現象学』の中で、経験主義と主知主義を
共に批判し、客観主義は現象を理解できない
と言う。

この世界は、単に私の意識の相関者であ
るにとどまらず、私の出会いうるあらゆ
る意識の相関者でもあるのだ３９）。

私たちがこのような相互主観的世界の住人で
あり、倫理もまたこのような世界の内実であ
るということは、他者と共に生きることで、
その原理も内在的展開をとげていくものだと
思われる。その展開を支えるのは対等な対話
関係であり、ケアリングの中での判断と行為
の「成熟」であろう。
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３９）M.メルロー＝ポンティ『知覚の現象学２』みすず書房、１９７４年、１９７頁。


